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学習用タブレット端末の管理について 

 
 日頃より、本校の教育活動に、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 西東京市では市内の公立小中学校に通う児童生徒に対し、一人一台タブレット端末を貸与し、ICT教

育を推進していくこととなりました。学校ではパスワードや IDを入力してタブレットを起動する等の

体験をしております。今後、御家庭でもタブレット端末を使用して、ログインの練習や学習への活用

をするようになります。保護者の皆様には、お子様の家庭でのタブレットの使用に関わっていただく

部分もありますので、「学習用タブレット利用の手引き」を抜粋・要約して以下にお知らせします。こ

の「利用の手引き」は西東京市統一のものです。ご確認いただき、学校と共にタブレット端末をより

よい形で児童が活用できるよう、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 
１ タブレット端末の配布と利用目的について 

学校や家庭で学習するための『学習ツール(道具)』として活用します。したがって、学習に関係のない遊
びに利用しないようにご家庭でも指導や管理をお願いします。 

[貸与するもの] タブレットパソコン, ＡＣアダプタの２点   
 
２ 使用について 
（１）家庭および学校で学習に使うもので、私用で使ったり、学校以外の外へ持ち出したりすることはできません。ま

た、子供たちへは、登下校中にランドセルから出さないように指導します。   
（２）電源ケーブル以外をタブレットにつながないでください。（ＵＳＢポートとマイクロＳＤカード差し込み口は利   

用しないでください。） 
（３）先生の許可なくカメラ機能は使用しないでください。このタブレットで扱った資料(画像や動画を含む)

を送信・公開すること（インターネットやＳＮＳに利用する等）は禁止されています。また学習に関係
のないＷｅｂサイトやＳＮＳやネットゲームは原則利用できません。 

 
３ 保管について 
（１）持ち帰ったタブレット端末は、持ち帰った AC アダプタを使用して各家庭で充電をお願いします。電源の残量が

５０％以下になる前に、充電をお願いします。 
（２）家庭では、なるべく保護者の目の届く所で保管してください。防水ではありません。重いものを乗せないでくだ

さい。 
（３）タブレット端末は、卒業まで使用するものです。卒業するときや転出する時には、タブレットパソコンと ACア 

 ダプタ２点は返却していただきます。 
（４）登下校の際は、ランドセルに直接入れて持ち運びます。校内では、本体をそのまま道具箱に入れたり、ロッカー 

上に置いたりします。教室移動の際は、ノートや教科書と同じように本体を直接持って移動します。 
（各家庭で袋等の入れ物をご用意いただくことも可能ですが、上記の理由から入れ物はなくても大丈夫です。） 

 
４ パスワード・グーグルアカウントの管理について 
（１） パスワードは児童だけではなく、保護者の方も一緒に管理してください。またパスワードは変更できま

せんので、必ず保管をお願いします。 
（２） パスワードは他の児童に知らせないように、ご家庭でもご指導をお願いします。また教育委員会から児

童一人ひとりに、グーグルのアカウントが設定されています。このアカウントは教育用アカウントであ
り、貸与したタブレットにログインするためのものです。ご家庭にあるパソコンやその他の端末でログ
インすることは禁止されています。 

 
５ タブレットと教材の持ち帰りについて 

 タブレットが大きく重たいため、荷物が増えることを心配しています。そのため、今後はタブレットの持ち帰り
を考慮し、自宅学習に使用しない教科書等は学校に置いて帰るなどの対応をします。詳しくは、各学年からお知ら
せいたします。 

 
６ その他 
（１）タブレット貼付のシールははがさないでください。貸与品ですので装飾シール等は付けないようにお願いします。 
（２）配布された『学習用タブレット利用の手引き』を必ず一読いただきますよう、お願いいたします。 
 
 

※「学習用タブレット端末等利用届」は、４月３０日（金）までに学校にご提出をお願いします。 


